
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して
企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、制度を大幅に見直します。

これにより、損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額
の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮されるなど、より使いやす
い仕組みとなります。

損金算入

約３割

税額控除

最大３割

税額控除

最大３割

企業
負担
（約１割）

通常の寄附
現行

拡充
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※ 令和２年４月１日以後に開始する法人の事業年度から適用
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税額控除の特例措置の適用期限が５年間（令和６年度まで）延長されます。

ポイント 継続的な寄附がしやすくなります！

税の軽減効果が、寄附額の最大約９割（現行最大約６割）となります。

ポイント 企業負担がさらに軽減されます！

地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・認定が可能になります（変更
も基本的に不要）。

ポイント 地方公共団体の申請に係る負担が大幅に軽減されます！

地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金に加え、併用可能な国の
補助金・交付金の範囲を拡大します。

ポイント 寄附可能な事業が拡大し、企業の選択肢が広がります！

地域再生計画の認定後、「寄附（受入れ）の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確
定前の寄附の受領が可能になります。

ポイント 企業の寄附したいタイミングでの寄附が可能になります！

例）1,000万円寄附すると、
最大約900万円の法人関係税が軽減。

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。
（法人住民税法人税割額の20％が上限）

②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額
を税額控除。ただし、寄附額の１割を限度。
（法人税額の５％が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。
（法人事業税額の20％が上限）

※ 令和２年４月１日以後に開始する法人の事業年度から適用。


